
東京女子医科大学 実験動物中央施設

  「施設防災の手引き・第 4 版改訂」

本施設の防災体制は、「学校法人東京女子医科大学防火・防災管理規程」に準じて行う管理とし、災害時には、

大学の指示を待ち、独自に行動すべき場合には以下の要領で実施する

A．施設職員用

（勤務時間内）

 1. 災害発生時：身体の安全を確保し、災害規模が小さければ初期消火等を行う

    身体の安全確保を第一に、以下の事項は災害の程度に応じて対応する

 2. 飼育作業中の動物への対応：直ちに動物をケージに収容し，ケージを飼育棚に戻す

　　ケージの落下、飼育棚の転倒防止などを確認するが困難な場合は、ケージを床に置く

 3. 使用中の機器への対応：直ちに緊急停止ボタンを押して機械を停止させ，電源を切る

 4. 使用中のガス・電気・水道・蒸気への対応：直ちに閉栓する

 5. 飼育室からの脱出：脱出時には動物が逃亡しないよう必ず扉を閉める

 6. エレベータ使用中の対応：直ちに近くの階に停止し脱出する脱出困難な際は非常ボタンを押し防災セン

     ターに連絡する

 7. 災害発生時の通報

　　a.平日：施設控室に集合と避難：災害の種類や規模により判断するが、職員は施設控室に集合し施設内の

       状況を連絡しあい、大学の指示を待ち、指定避難場所に避難する

       職員・利用者の安否確認：利用者の状況や職員の作業場所を連絡し安否を確認する

　　b.土曜、休日：大声で各部屋の人々に知らせ、防災センターに連絡する

 8. 救出・初期消火活動：災害が軽い時は逃げ遅れた人の救出・初期消火活動等を行う

 9. 動物実験施設外への脱出：エレベーターは使用せず、階段を使用して脱出する緊急避難用の屋外階段の

    使用は状況を鑑み使用する脱出時には開けた扉は必ず閉める

10. 災害後の安全確認と施設内の状況把握、復旧作業：安全を確認後に施設内に立ち入り、被害状況および

     動物の状態を把握する

（勤務時間外）

　1.施設または指定場所への集合：可能な限り出勤、出勤不可の場合は施設長補佐に連絡する

     施設に入室不可の際は指定避難場所で待機する

　2.教員の指示に従って職員の安否・出勤の可否について職員同士で確認する

　3.安全確認後，施設内の状況把握：十分に安全を確認後、施設内に入り被害状況、動物の状態を把握する

　4.復旧作業：災害の程度に応じその段取りを施設会議で行い可能な限り速やかに行う

B. 施設利用者用

 1. 災害発生時は、身体の安全確保を行い、災害規模に応じて行動する

 2. 実験中の動物への対応

　　　災害発生時は動物の飼育室、実験室外への逃亡防止に努める

　　　実験中の小動物はケージに収容し、また覚醒下の大動物はケージに収容する

 3. 使用中の機器への対応

　　　運転を緊急停止する

 4. 使用中の薬品への対応

　　　落下しないよう床に置くなどの対処する

　　　発火性・爆発性のある薬品は大学が定める方法に従う

 5. 電気・水道・酸素への対応

　　　直ちに使用を中止し、元栓等を閉める

 6. エレベーター使用中の対応

　　　直ちに近くの階に停止させ脱出する

　　　脱出困難な場合は非常ボタンを押して防災センターに連絡する



 7. 飼育室・実験室からの脱出

　　　脱出時は、動物の逃亡防止のため必ず飼育室の扉を閉める

 8. 災害発生の通報

　　　週日 9:00-17:20（施設職員の勤務時間）→大声で事態を知らせ受付に連絡する

　　　土曜、休日 9:00-13:00（施設職員の勤務時間）→大声で知らせ受付に連絡する

　　　勤務時間外は、防災センターに連絡する

 9.施設外へ脱出

　　　エレベーターは使用せず、階段を使用して脱出する

10.施設職員へ状況報告

　　　後日、実験中の動物に対する対応及び脱出経路について報告する

11.災害後の動物の確認と安楽死

　　　建物の安全確認後、災害時に放置した動物を確認し、施設職員に対処を相談する

　　　災害の規模が大きく全動物を適正な維持が困難と判断された場合、施設と協議の上、研究者が実験用動

       物を安楽死する

12.その他

　　　夜間、施設を使用する場合は、停電を想定し懐中電灯等を用意する

　　　その他必要と考えられる措置が必要な場合は施設に連絡する

C. 災害時の緊急連絡網

　　　施設内の連絡網

　　　　学校法人東京女子医科大学

　　　　　　　↓　　　↑　　↓

               施　設　長 　↓

               ↓　　　↑　　↓

     →→→施　設　長　補　佐

              ↓        　　　↓

              教員（助教）、教育・研究補助担当者

              ↓

              実験動物技術者主任

              ↓

             実験動物技術者、飼育技術員

             （マウス、ラット、モルモット・ウサギ、イヌ、ブタ飼育担当者）

              ↓

    ←←←受付

D. 緊急時連絡体制

  1. 遺伝子組換え動物; 遺伝子組換え実験安全委員会の定めた手順に従う

2. その他; 施設の定めた連絡網等に準じて行う(C. 災害時の緊急連絡網 参照)

E. 事業継続、復旧

  1.被害状況の把握整理

     a.スタッフの安全を確認する(出勤可否の確認を含む)
     b.施設設備の被害(建物設備、飼育機材、給餌給水体制の保存状態、動物屍体保存場所使用可否)等を確

         認する

     c.飼育動物の飼育室内外への逸走の有無の確認する

         c-1. 飼育室内逸走動物が有った場合は、緊急に別途収容する

         c-2. 屋外に動物の逸走が有った場合、可能な限り収容し別途保管、不可能だった場合、情報を収集し

               て対策本部に報告する

     d.ライフライン、空調、エレベータ等の点検



  2.対策本部を設置し、把握された被害状況に応じて対処、復旧作業を講じる

     a.大学へ状況報告をし、必要な場合、支援を要請する

     b.必要な場合、施設利用者へ状況報告、並びに利用者への協力を要請する

     c.ライフラインや施設設備の被害状況から飼育継続困難が想定された場合、動物の安楽処分について検討

        する

     d.必要があれば、国動協／公私動協或は、文部科学省、自治体へ、大学を通じて報告、支援を要請する

     e.長期化が予想される場合、飼育動物数調整及び飼育管理体制の再構築を検討する

     f.マスコミ、近隣住民等からの質問あるいは取材依頼等に対しては、大学を通して対応する

F. 緊急時の準備

  1.飼料、飲水、飼育機材等は、普段からスペース、或は使用状況等から可能な範囲で、備蓄を心掛ける

  2.危険物･可燃物、薬品等は法規並びに大学の指示に則って適正な管理保管を行う(原則、共同利用部分で

     は、保管しない)
  3.各種機器類は、日常適切に固定等対策を講じる

  4.その他災害時の一般的な対応(非常口確保･点検、避難経路、安全保護具の確認等)は、大学の防災マニュ

     アルに準じて対応する

G.咬･掻傷、血液･分泌物･排泄物等による汚染､並びに汚染飼育器材等による負傷への対応

  1.必要に応じた応急処置*

     1)  大量の水道水、滅菌生理食塩水、弱酸性水等による患部の充分な洗浄 

     2)  血液の絞りだし、スポンジ・ブラシ等による負傷部位深部までの洗浄 

     3)  ヨード系消毒薬（イソジン）や消毒用アルコール等による深部までの消毒 

     4)  滅菌ガーゼ乾綿等による止血後の消毒薬の再塗布

     5)  受診に備えた連絡先（本院、総合診療科ないし感染症科)**

   2.応急処置後の対処

     a) 人獣共通感染症に罹患している可能性がある動物が関係する事故時には、応急処置

        （水洗、消毒、止血等）後速やかに上記(本院、感染症科)**を受診して治療を受ける 

     b) SPF 動物による場合も、応急処置後、状況に応じて上記**を受診、治療を受ける

     c) 状況により必要があれば、動物実験委員会(事務局/ 研究支援部)に状況報告

 
*   準備しておくことが望ましい常備薬等 

    ・患部の洗浄に必要な十分量の滅菌生理食塩水、弱酸性水等 

    ・消毒用アルコール、ヨード系消毒薬（イソジン）、クロールヘキシジン（ヒビテン）等

    ・簡易絆創膏、簡易包帯等 
**  状況判断が不明瞭な場合、総合診療科を受診後、感染症科等適切なコンサルテーションを受けてもよい

※ その他の学内の飼養保管施設は、実験動物中央施設の「施設防災の手引き･第 4 版改訂」に準ずる


